
 

● 組合員とその家族の方が、組合などが主催する行事に参加して事故にあってしま
った時 
・会議、メーデー、オルグ活動など 
・レクリェーションやスポーツ（お花見、海水浴、スキー、野球など） 
・国内のキャンプや研修旅行など 

● プライベートな国内・海外旅行での災害事故 
 
■ 給付の対象範囲 
① 日帰り行事では、行事参加のため住居を出てから、行事参加後に住居に帰るまでの
災害、事故によるケガが対象になります。 
② 国内・海外旅行では旅行目的をもって住居を出てから、住居に帰るまでの災害、事故
によるケガ・賠償等が対象になります。 

 
■ 対象となる行事 
① 組合の主催する行事 
② 会社と組合が共催する行事 
③ 組合員を参加させる各種団体が主催する行事 
④ 組合員とその家族のプライベートな国内・海外旅行 

 
■ 申込者・加入者の範囲 
① 行事を主催または共催する組合等 
② 行事に参加する組合員とその家族 
③ 国内・海外旅行に行く組合員とその家族 

２０１１年３月１１日の東日本大震災で自宅が半
壊状態となりました。このままでは家族が住めないの
で、別の場所に中古住宅を見つけ購入して引っ越しま
した。以前の住宅は、住めないものの、そのままに出
来ないので取り壊しが必要でしたが、その費用が３０
０万円もかかるので困っていました。 
全労連共済の火災に加入していたので、給付申請を

■ 個人情報について 
加入者の個人情報は法令等で開示が必要な場合を除き、共済業務遂行の目的以外には利用いたしません。 

■ 税金控除について 
全労連共済は労働組合の共済であり、掛金は所得控除の対象になりません。(ただし年金共済は除く) 

行ったところ思いもかけず１００万を超える給付を
いただきました。その後、宅地は市の道路建設とも重
なり、市と県の移転費用の補助と併せてほとんど自己
負担なしで取り壊すことが出来ました。 
共済に加入していて本当に良かったです。何が起こ

るかわからない世の中ですから、皆さんも安心安全の
共済に是非加入をお勧めします。 


